
教 育 委 員 会 会 議 

日時 令和４年９月２２日（木）

午後２時００分 

場所  教育委員会室 

＜ 次  第 ＞ 

１ 開  会 

２ 議  事 

３ 閉   会 

議案第５０号 さいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規

則の一部を改正する規則の制定について 

議案第５１号 さいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を

改正する規則の制定について 

議案第５２号 さいたま市いじめのない学校づくり推進委員会調査専門員の委嘱

について 

［非公開案件］ 

議案第５３号 さいたま市立舘岩少年自然の家運営委員会委員の委嘱及び任命に

ついて 

［非公開案件］ 

議案第５４号 議決事項の一部変更について（見沼通船堀（西縁）再整備工事請

負契約） 



議案第５０号

   さいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則の一部を改正する規則

の制定について

 さいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則の一部を改正する規則を、

別紙のとおり制定する。

  令和４年９月２２日提出

                             さいたま市教育委員会 

                              教育長 細田 眞由美 
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別紙 

   さいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則の一部を改

正する規則 

 さいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則（平成２９年さ

いたま市教育委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （特別休暇）  （特別休暇） 

第２４条 条例第１７条の教育委員会規則で定める

場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、

 当該各号に定める期間とする。 

第２４条 条例第１７条の教育委員会規則で定める

場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、

 当該各号に定める期間とする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 教職員の配偶者等が出産する場合であってそ

  の出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっ

  ては、１４週間）前の日から当該出産の日以後

１年を経過する日までの期間にある場合におい

て、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に

達するまでの子（配偶者等の子を含む。）を養

育する職員が、これらの子の養育のため勤務し

ないことが相当であると認められるとき 当該

期間内における５日の範囲内の期間 

 教職員の配偶者等が出産する場合であってそ

  の出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっ

  ては、１４週間）前の日から当該出産の日後８

週間を経過する日までの期間にある場合におい

て、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に

達するまでの子（配偶者等の子を含む。）を養

育する職員が、これらの子の養育のため勤務し

ないことが相当であると認められるとき 当該

期間内における５日の範囲内の期間 

  ～（２４） ［略］   ～（２４） ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

   附 則 

 この規則は、令和４年１０月１日から施行する。 
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提案理由

人事院規則１５－１４（職員の勤務時間、休日及び休暇）が一部改正された

ことを踏まえ、育児参加のための休暇の対象期間の拡大の措置を講ずるため、

さいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則の一部を改

正するものです。

 なお、施行期日は、令和４年１０月１日です。
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参考資料

「さいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則」の改正の概要につ

いて 

人事院規則１５－１４（職員の勤務時間、休日及び休暇）が一部改正されたことを踏まえ、

育児参加のための休暇の対象期間の拡大の措置を講ずるため、次のとおり「さいたま市教職

員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則」（以下「規則」という。）の所要の改正

を行うものである。 

１ 改正内容 

 育児参加のための休暇の対象期間の拡大（規則第２４条第１項第１６号関係） 

・ 育児参加休暇の対象期間を子が１歳に達する日まで（現行：産後８週間を経過する

日まで）に拡大するもの。 

２ 改正理由 

 国家公務員に係る妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のための措置について人事院

規則が改正され、令和４年１０月１日から施行されること。 

 さいたま市人事委員会の報告（令和３年９月）において、これらの措置について、本

市においても検討する必要があるとされていること。 

 地方公務員の勤務条件は、国家公務員の措置との権衡を踏まえる必要があること。 

３ 施行日 

  令和４年１０月１日 
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議案第５１号

   さいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則の制定につ

いて

 さいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則を、別紙のとお

り制定する。

  令和４年９月２２日提出

                             さいたま市教育委員会 

                              教育長 細田 眞由美 
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提案理由

地方公務員の育児休業等に関する法律及びさいたま市職員の育児休業等に関

する条例の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。

 なお、施行期日は、令和４年１０月１日です。
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別紙  

   さいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

 さいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（平成２９年さいたま市教

育委員会規則第２７号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （期末手当の支給を受ける教職員）  （期末手当の支給を受ける教職員） 

第２条 条例第２５条において読み替えて準用する

職員給与条例第２７条第１項前段の規定により期

末手当の支給を受ける教職員は、同項に規定する

それぞれの基準日に在職する教職員（条例第２５

条において読み替えて準用する職員給与条例第２

８条各号のいずれかに該当する者を除く。）のう

ち、次に掲げる教職員以外の教職員とする。 

第２条 条例第２５条において読み替えて準用する

職員給与条例第２７条第１項前段の規定により期

末手当の支給を受ける教職員は、同項に規定する

それぞれの基準日に在職する教職員（条例第２５

条において読み替えて準用する職員給与条例第２

８条各号のいずれかに該当する者を除く。）のう

ち、次に掲げる教職員以外の教職員とする。 

  ～ ［略］   ～ ［略］

 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成

３年法律第１１０号。以下「育児休業法」とい

う。）第２条の規定により育児休業をしている

教職員のうち、さいたま市職員の育児休業等に

関する条例（平成１３年さいたま市条例第３０

号。以下「育休条例」という。）第７条第１項

の規定の適用を受ける教職員以外の教職員 

 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成

３年法律第１１０号。以下「育児休業法」とい

う。）第２条の規定により育児休業をしている

教職員のうち、さいたま市職員の育児休業等に

関する条例（平成１３年さいたま市条例第３０

号）第７条第１項の規定の適用を受ける教職員

以外の教職員 

  ～ ［略］   ～ ［略］

 （期末手当に係る在職期間）  （期末手当に係る在職期間） 

第８条 ［略］ 第８条 ［略］ 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間

を除算する。 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間

を除算する。 

 ・ ［略］ ・ ［略］

 育児休業法第２条の規定又は育児休業、介護

休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に

関する法律（平成３年法律第７６号。以下「育

児介護休業法」という。）第５条若しくは第９

条の２の規定により育児休業（次に掲げる育児

休業を除く。）をしている教職員として在職し

た期間については、その２分の１の期間 

 育児休業法第２条の規定又は育児休業、介護

休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に

関する法律（平成３年法律第７６号。第２２条

第２項第２号において「育児介護休業法」とい

う。）第５条の規定により育児休業をしている

教職員（当該育児休業の承認又は申出に係る期

間（当該期間が２以上あるときは、それぞれの

期間を合算した期間）が１月以下である教職員
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を除く。）として在職した期間については、そ

の２分の１の期間 

  ア 当該育児休業の承認又は申出に係る期間の

全部が育児休業法第２条の規定による育児休

業で子の出生の日から育休条例第３条の２に

規定する期間内にあるもの又は育児介護休業

法第９条の２第１項に規定する育児休業であ

って、当該育児休業の承認又は申出に係る期

間（当該期間が２以上あるときは、それぞれ

の期間を合算した期間）が１月以下である育

児休業 

イ 当該育児休業の承認又は申出に係る期間の

全部が育児休業法第２条の規定による育児休

業で子の出生の日から育休条例第３条の２に

規定する期間内にあるもの以外の育児休業又

は育児介護休業法第５条に規定する育児休業

であって、当該育児休業の承認又は申出に係

る期間（当該期間が２以上あるときは、それ

ぞれの期間を合算した期間）が１月以下であ

る育児休業 

 ～  ［略］  ～  ［略］ 

３ ［略］ ３ ［略］ 

 （勤勉手当の支給を受ける教職員）  （勤勉手当の支給を受ける教職員） 

第１８条 条例第２６条において読み替えて準用す

る職員給与条例第３０条第１項前段の規定により

勤勉手当の支給を受ける教職員は、同項に規定す

るそれぞれの基準日に在職する教職員（条例第２

６条において読み替えて準用する職員給与条例第

３０条第５項において読み替えて準用する同条例

第２８条各号のいずれかに該当する者を除く。）

のうち、次に掲げる教職員以外の教職員とする。

第１８条 条例第２６条において読み替えて準用す

る職員給与条例第３０条第１項前段の規定により

勤勉手当の支給を受ける教職員は、同項に規定す

るそれぞれの基準日に在職する教職員（条例第２

６条において読み替えて準用する職員給与条例第

３０条第５項において読み替えて準用する同条例

第２８条各号のいずれかに該当する者を除く。）

のうち、次に掲げる教職員以外の教職員とする。

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 育児休業法第２条の規定により育児休業をし

ている教職員のうち、育休条例第７条第２項の

適用を受ける教職員以外の教職員 

 育児休業法第２条の規定により育児休業をし

ている教職員のうち、さいたま市職員の育児休

業等に関する条例第７条第２項の適用を受ける

教職員以外の教職員 

（勤勉手当に係る勤務期間） （勤勉手当に係る勤務期間） 

第２２条 ［略］ 第２２条 ［略］ 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間

を除算する。 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間

を除算する。 

 ［略］   ［略］ 

 育児休業法第２条の規定又は育児介護休業法

第５条若しくは第９条の２の規定により育児休

業（第８条第２項第３号ア及びイに掲げる育児

休業を除く。）をしている教職員として在職し

た期間 

 育児休業法第２条の規定又は育児介護休業法

第５条の規定により育児休業をしている教職員

（当該育児休業の承認又は申出に係る期間（当

該期間が２以上あるときは、それぞれの期間を

合算した期間）が１月以下である教職員を除く。

）として在職した期間 
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 ～  ［略］  ～  ［略］ 

３ ［略］ ３［略］ 

附 則 

 この規則は、令和４年１０月１日から施行する。 
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議案第５４号 

議決事項の一部変更について（見沼通船堀（西縁）再整備工事請負契約）

 見沼通船堀（西縁）再整備工事請負契約について、下記のとおり議決事項の一部変更をしたい

ので、市長に申出する。

  令和４年９月２２日提出

                               さいたま市教育委員会

                                教育長 細田 眞由美

記

１ 契約名称

  見沼通船堀（西縁）再整備工事請負契約

 ２ 一部変更を行う議決事項

   令和３年１２月議会議案第１６９号 議決事項の一部変更について（見沼通船堀（西縁）再

整備工事請負契約）について

 ３ 変更の理由

   現場条件が異なったことによる施工数量の変更、関枠への土圧軽減工法の変更、及び建設

発生土処分方法の変更等により、契約変更を行うものです。

 ４ 変更の内容

   契約金額を３２３,６３１,０００円から４１０，７９５，０００円に変更する。



提案理由

見沼通船堀（西縁）再整備工事請負契約の議決事項の一部変更について、

令和４年１２月議会において議会の議決を得るため、市長に申出するもので

す。


